
表3－2　法令の定めるところによる閲覧・縦覧の状況

２　縦覧 単位：人
区　　　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合　　計

都市計画案
（まちづくり推進課）
土地・家屋価格等縦覧帳簿
（税務課）
区画整理事業計画
（事業庶務課）
換地計画
（事業庶務課）

注）　縦覧を定めている法律等
　　　１　都市計画法第16条及び第17条
　　　２　地方税法第416条
　　　３　土地区画整理法第20条及び第88条

0 0

0 0 0 0

合　　計 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 00 0 0

0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 000 0 0 0 0


